
内
閣
衆
質
一
五
一
第
四
九
号

平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
石
井
紘
基
君
提
出
空
自
新
初
等
練
習
機
導
入
に
か
か
る
入
札
・
契
約
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

四

九

号



衆
議
院
議
員
石
井
紘
基
君
提
出
空
自
新
初
等
練
習
機
導
入
に
か
か
る
入
札
・
契
約
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
調
達
改
革
の
一
環
と
し
て
、
Ｔ－

�
の
後
継
機
（
以
下
「
新
初
等
練
習
機
」
と
い
う
。
）
の
機
種

選
定
の
方
法
に
つ
い
て
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
十
一
年
八
月
、
そ
れ
ま
で
の
随
意
契
約
に
代
え
て
、
会
計

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
六
第
二
項
及
び
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第

百
六
十
五
号
）
第
九
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
価
格
そ
の
他
の
条
件
が
国
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
っ
て
申
込
み

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
方
式
（
以
下
「
総
合
評
価
落
札
方
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
一
般
競
争
契
約
に
よ
り
機
種
を
決

定
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
に
総
合
評
価
落
札
方
式
に
よ
り
航
空
機
の
調
達
を
行
う

場
合
の
手
続
を
定
め
た
上
で
、
平
成
十
二
年
度
予
算
の
成
立
後
で
き
る
限
り
早
期
に
入
札
を
行
い
得
る
よ
う
、
平
成
十
一
年

十
二
月
二
十
四
日
に
資
料
等
の
提
供
招
請
に
関
す
る
官
報
に
よ
る
公
表
を
行
い
、
こ
れ
に
応
じ
て
供
給
者
か
ら
提
出
さ
れ
た

資
料
等
を
参
考
に
仕
様
書
案
及
び
評
価
基
準
の
概
案
を
作
成
し
、
平
成
十
二
年
三
月
二
十
七
日
に
仕
様
書
案
等
に
対
す
る
意

見
招
請
に
関
す
る
官
報
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
手
続
が
「
遅
れ
に
遅
れ
た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い

一



と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
新
初
等
練
習
機
の
機
種
選
定
の
方
法
に
つ
い
て
、
一
般
競
争
契
約
に
よ
り
機
種
を
決
定
す
る
こ
と

と
し
た
こ
と
か
ら
、
一
般
競
争
契
約
に
お
け
る
参
加
資
格
に
照
ら
し
、
富
士
重
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
富
士
重
工
」
と
い

う
。
）
が
当
該
資
格
を
有
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
調
達
実
施
本
部
に
お
い
て
は
、
内
閣
及
び
総
理
府
所
管
契
約
事
務
取
扱
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
総
理
府
訓
令
第

二
号
）
第
十
四
条
に
基
づ
き
同
本
部
か
ら
通
知
し
た
資
格
決
定
通
知
書
の
写
し
を
富
士
重
工
か
ら
提
出
さ
せ
る
こ
と
等
に
よ

っ
て
、
富
士
重
工
が
当
該
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
受
託
収
賄
等
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
平
成
十
一
年
七
月
十
四
日
の
東
京
地
方
裁
判
所
の
判

ろ

決
に
お
い
て
認
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
富
士
重
工
の
会
長
等
が
中
島
洋
次
郎
元
防
衛
政
務
次
官
に
賄
賂
を
供
与
し
た
日
は

平
成
八
年
十
月
三
十
一
日
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
新
初
等
練
習
機
の
入
札
書
受
領
期
限
で
あ
る
平
成
十
二
年
八
月
三

十
日
の
時
点
で
は
、
約
四
年
間
が
経
過
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
調
達
改
革
の
一
環
と
し
て
、
新
初
等
練
習
機
の
機
種
選
定

二



の
方
法
に
つ
い
て
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
一
般
競
争
契
約
に
よ
り
機
種
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
富
士
重
工
に
入
札
資
格
を
与
え
る
た
め
に
入
札
時
期
を
意
図
的
に
延
ば
し
た
と
の
事
実
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

自
衛
隊
で
用
い
る
航
空
機
に
つ
い
て
は
、
そ
の
価
格
の
み
な
ら
ず
、
維
持
経
費
、
機
能
、
性
能
等
を
も
十
分
に
考
慮
し
て

そ
の
機
種
を
選
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
総
合
評
価
落
札
方
式
に
よ
る
一
般
競
争
契
約
に
よ
れ

ば
、
透
明
性
の
高
い
枠
組
み
の
中
で
、
維
持
経
費
、
機
能
、
性
能
等
も
併
せ
て
公
正
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
新

初
等
練
習
機
に
つ
い
て
は
供
給
者
に
対
し
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
事
項
が
な
い
こ
と
等
か
ら
こ
の
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
新
初
等
練
習
機
の
入
札
に
当
た
り
、
平
成
十
三
年
度
以
降
の
契
約
予
定
分
の
機
体
価
格
等
に
新
初

等
練
習
機
全
機
に
係
る
維
持
経
費
及
び
関
連
経
費
の
う
ち
確
実
に
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
加
え
た
費
用
（
以
下

「
価
格
そ
の
他
の
費
用
」
と
い
う
。
）
を
落
札
者
の
決
定
に
お
け
る
判
断
要
素
の
一
つ
と
し
、
こ
れ
を
入
札
者
に
算
定
さ
せ
、

そ
の
内
容
を
提
案
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
「
入
札
説
明
書
（
新
初
等
練
習
機
）
」
（
以
下
「
入
札
説
明
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
総
合

評
価
の
た
め
の
書
類
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
防
衛
庁
の
示
す
各
種
条
件
の
変
更
及
び
事
情
の
変
更
が
な
い
限
り
、
落
札

者
を
拘
束
す
る
旨
記
載
し
て
お
り
、
一
般
に
、
落
札
者
は
自
ら
が
提
案
し
た
内
容
に
つ
い
て
誠
実
に
履
行
す
る
責
任
を
有
し

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
落
札
者
の
提
案
内
容
が
誠
実
に
履
行
さ
れ
て
い
る
か
否
か
も
含
め
、

新
初
等
練
習
機
に
関
す
る
平
成
十
三
年
度
以
降
の
調
達
に
つ
い
て
、
各
年
度
の
予
算
要
求
及
び
執
行
に
関
し
、
防
衛
局
長
、

管
理
局
長
、
契
約
本
部
長
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

新
初
等
練
習
機
の
落
札
結
果
に
関
し
て
マ
ス
コ
ミ
等
か
ら
様
々
な
質
問
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
、

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
入
札
者
が
提
案
し
た
航
空
機
等
に
係
る
細
部
デ
ー
タ
の
中
に
は
入
札
者
の
商
業
上
の
秘
密
が
含
ま
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
入
札
者
に
対
し
、
御
指
摘
の
七
項
目
の
公
開
の
可
否
に
つ
い
て
事
前
に

照
会
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
項
目
の
す
べ
て
を
公
表
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

「
公
表
予
定
の
項
目
を
隠
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

四
に
つ
い
て

四



防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
ピ
ラ
タ
ス
社
の
代
理
店
で
あ
る
丸
紅
株
式
会
社
に
対
し
、
新
初
等
練
習
機
の
選
定
手
続
等
に
つ
い

て
改
め
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
同
社
か
ら
開
示
要
請
が
あ
っ
た
価
格
そ
の
他
の
費
用
の
詳
細
な
内
訳
に
係
る
デ
ー
タ
に
つ

い
て
富
士
重
工
に
そ
の
開
示
の
可
否
に
つ
い
て
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｎ
（
航
空
機
の
機
体
の
整
備
を
一
定
の
間
隔
で

集
中
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
間
隔
等
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
開
示
す
る
こ
と
の
承
諾
が
得
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
開
示
し
た
が
、
富
士
重
工
か
ら
商
業
上
の
秘
密
に
該
当
す
る
と
し
て
開
示
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
開
示
で
き
な
い
理
由
を
説
明
し
て
理
解
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

新
初
等
練
習
機
の
機
種
選
定
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
政
府
か
ら
、
我
が
国
政
府
に
対
し
、
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
こ
れ
が

公
正
か
つ
透
明
に
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
質
問
が
二
度
に
わ
た
っ
て
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対

し
て
は
、
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
、
当
該
機
種
選
定
の
手
続
、
落
札
根
拠
等
に
関
す
る
事
実
関
係
を
説
明
し
た
回
答
を
ス
イ
ス

政
府
に
送
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
必
要
に
応
じ
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

な
お
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
新
初
等
練
習
機
の
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
明
ら
か
に
し
た
評
価
基
準
等

に
基
づ
き
公
正
に
評
価
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
贈
収
賄
事
件
を
起
こ
し
た
一
企
業
を
あ
く
ま
で
保
護
し
防
衛
庁
の
天

五



下
り
先
確
保
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
度
契
約
分
の
二
機
分
の
機
体
価
格
（
以
下
「
入
札
価
格
」
と
い
う
。
）
に
価
格
そ
の
他
の
費
用
を
加
え
た
も

の
に
係
る
富
士
重
工
の
提
案
の
内
容
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

価
格
そ
の
他
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
等
の
指
示
に
従
い
入
札
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
、
調
達
実

施
本
部
等
が
、
提
案
内
容
に
対
す
る
技
術
的
論
証
が
十
分
か
否
か
、
算
定
方
法
が
適
切
か
否
か
等
の
観
点
か
ら
審
査
を
行
っ

て
お
り
、
不
適
切
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
入
札
者
の
同
意
を
得
た
上
で
必
要
な
修
正
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
防
衛
庁
に
お

い
て
は
、
一
般
に
、
落
札
者
は
自
ら
が
提
案
し
た
内
容
に
つ
い
て
誠
実
に
履
行
す
る
責
任
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

新
初
等
練
習
機
の
入
札
に
お
い
て
富
士
重
工
が
提
案
し
た
Ｔ－

�
改
は
、
平
成
十
年
に
富
士
重
工
が
提
案
し
た
も
の
に
比

べ
て
機
体
の
構
造
を
強
化
す
る
等
の
設
計
変
更
が
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
十
年
の
提
案
と
今
回
の
提
案
と
を
単
純
に
比
較
す

る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
仮
に
単
純
に
比
較
す
る
と
す
れ
ば
、
今
回
の
提
案
に
お
い
て
は
、
入
札
価
格

に
価
格
そ
の
他
の
費
用
を
加
え
た
額
が
約
百
五
十
八
億
円
（
約
四
十
二
％
）
低
減
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
年
間
飛
行

時
間
を
三
百
六
十
時
間
か
ら
三
百
時
間
へ
と
削
減
し
た
こ
と
及
び
構
造
部
位
の
一
部
の
改
修
等
の
設
計
変
更
、
塗
装
要
領
の

六



変
更
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｎ
間
隔
の
延
長
及
び
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｎ
工
数
の
削
減
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
積
算
対

象
機
数
を
五
十
機
か
ら
四
十
九
機
に
削
減
し
た
こ
と
、
平
成
十
年
の
機
種
選
定
時
と
比
べ
、
為
替
レ
ー
ト
が
円
高
に
な
り
、

燃
料
単
価
も
低
下
し
た
こ
と
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
年
間
の
飛
行
時
間
の
削
減
、
積
算
対
象
機
数
の
削
減
、
為
替
レ
ー
ト
の
変
更
及
び
燃
料
単
価
の
変
更
の
事
情
は
、

富
士
重
工
の
提
案
す
る
機
種
の
み
な
ら
ず
、
丸
紅
株
式
会
社
の
提
案
す
る
機
種
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

Ｔ－

�
の
定
期
修
理
に
係
る
直
近
の
契
約
金
額
（
平
成
十
二
年
度
契
約
分
）
は
、
七
億
八
千
九
百
四
十
二
万
九
千
九
百

円
（
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
契
約
分
は
五
千
七
百
一
万
五
千
円
（
平
成
十
三
年
二
月
十
三
日
、
変
更
契
約
に
よ
り
五
千

七
百
四
十
七
万
四
千
九
百
円
に
変
更
）
で
あ
り
、
同
年
十
一
月
七
日
契
約
分
は
七
億
三
千
百
九
十
五
万
五
千
円
で
あ
る
。
）

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
は
、
四
十
五
億
三
百
八
十
六
万
二
千
八
百
十
円
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

Ｔ－

�
の
定
期
修
理
の
実
施
回
数
は
、
延
べ
八
十
四
回
で
あ
り
、
各
機
体
ご
と
の
定
期
修
理
の
間
隔
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
お
む

ね
三
年
程
度
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

七



Ｔ－

�
の
支
援
整
備
に
係
る
直
近
の
契
約
金
額
（
平
成
十
二
年
度
契
約
分
）
は
、
六
億
九
千
三
百
二
十
一
万
円
で
あ
り
、

平
成
七
年
度
に
締
結
し
た
国
庫
債
務
負
担
行
為
契
約
及
び
平
成
八
年
度
以
降
に
締
結
し
た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
は
、

三
十
四
億
五
千
二
百
八
十
万
八
千
七
百
円
で
あ
る
。
平
成
七
年
度
に
締
結
し
た
歳
出
契
約
及
び
平
成
六
年
度
以
前
に
締
結
し

た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
の
で
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

九
及
び
十
五
に
つ
い
て

Ｔ－

�
及
び
Ｔ－

�
の
支
援
整
備
会
社
は
、
富
士
航
空
整
備
株
式
会
社
で
あ
る
。

防
衛
庁
に
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
が
現
在
同
社
に
何
名
い
る
か
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、防
衛
庁
を
離
職
後
、

昭
和
五
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
四
月
六
日
ま
で
の
間
に
富
士
重
工
及
び
そ
の
子
会
社
（
富
士
航
空
整
備
株
式
会

社
を
含
む
。
）
に
就
職
し
た
者
に
つ
い
て
、
防
衛
庁
が
把
握
し
て
い
る
各
社
ご
と
の
就
職
人
数
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で

あ
る
。

十
に
つ
い
て

Ｔ－

�
の
エ
ン
ジ
ン
修
理
に
係
る
直
近
の
契
約
金
額
（
平
成
十
二
年
度
契
約
分
）
は
、
三
百
五
十
五
万
九
千
円
で
あ
り
、

八



平
成
八
年
度
以
降
に
締
結
し
た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
は
、
二
千
七
百
九
十
九
万
七
千
円
で
あ
る
。
平
成
七
年
度
以
前

に
締
結
し
た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
の
で
、
お
答
え
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

Ｔ－

�
の
エ
ン
ジ
ン
・
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
に
係
る
直
近
の
契
約
金
額
（
平
成
十
二
年
度
契
約
分
）
は
、
八
千
七
百
六
十
一

万
四
千
百
円
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
は
、
四
億
七
千
八
百
十
五
万
八
千
三
百
七
十
四
円
で
あ
る
。

Ｔ－

�
の
搭
載
機
器
の
修
理
に
係
る
直
近
の
契
約
金
額
（
平
成
十
二
年
度
契
約
分
）
は
、
八
百
八
十
二
万
円
で
あ
り
、
平

成
七
年
度
に
締
結
し
た
国
庫
債
務
負
担
行
為
契
約
及
び
平
成
八
年
度
以
降
に
締
結
し
た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
は
、
三

億
二
千
三
百
八
十
七
万
四
千
八
百
五
十
円
で
あ
る
。
平
成
七
年
度
に
締
結
し
た
歳
出
契
約
及
び
平
成
六
年
度
以
前
に
締
結
し

た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
の
で
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

Ｔ－

�
の
維
持
部
品
に
係
る
直
近
の
契
約
金
額
（
平
成
十
二
年
度
契
約
分
）
は
、
一
億
七
千
六
百
二
十
万
千
八
百
六
十
五

円
で
あ
り
、
平
成
八
年
度
以
降
に
締
結
し
た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
は
、
八
億
五
千
三
百
九
十
五
万
三
千
八
百
六
十
五

円
で
あ
る
。
平
成
七
年
度
以
前
に
締
結
し
た
契
約
に
係
る
累
積
費
用
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
存

九



在
し
な
い
の
で
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
以
外
の
維
持
経
費
と
し
て
は
、
Ｔ－

�
の
燃
料
費
が
あ
り
、
平
成
十
二
年
度
ま
で
の
累
積
費
用
総
額
は
、
二
億
三

千
三
百
四
十
一
万
五
千
六
百
八
十
七
円
と
推
計
さ
れ
る
。

十
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
Ｔ－
�
の
取
得
年
度
等
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
一
の
�
に
つ
い
て

Ｔ－

�
に
係
る
累
積
費
用
総
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
分
を
除
き
、
合
計
九
十
八
億

七
千
四
百
七
万
千
二
百
八
十
六
円
と
推
計
さ
れ
る
。

十
一
の
�
に
つ
い
て

入
札
説
明
書
で
示
し
た
Ｔ－

�
改
の
使
用
条
件
と
同
じ
条
件
で
現
有
の
Ｔ－

�
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
今
後
追
加
的
に

必
要
と
な
る
維
持
経
費
を
試
算
す
る
た
め
に
は
、
修
理
会
社
等
が
作
成
し
た
見
積
値
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
防

衛
庁
に
お
い
て
は
、
Ｔ－

�
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
見
積
値
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
維
持
経
費
を
お
示
し
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
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な
お
、
Ｔ－

�
は
平
成
十
二
年
度
ま
で
に
既
に
十
三
年
間
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
七
年
間
三
十
六
機
の
Ｔ－

�

を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
実
際
に
要
し
た
維
持
経
費
を
基
に
、
平
成
十
三
年
度
以
降
追
加
的
に
必
要
と
な
る

維
持
経
費
を
試
算
す
る
と
、
百
十
九
億
七
百
七
十
二
万
七
千
三
百
十
九
円
と
な
る
と
推
定
さ
れ
る
。

十
二
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
八
月
三
十
日
に
入
札
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
入
札
回
答
書
に
記
載
さ
れ
た
価
格
そ
の
他
の
費
用
、
防
衛
庁
内
の

審
査
に
お
い
て
入
札
者
の
同
意
を
得
た
上
で
修
正
さ
れ
た
後
の
入
札
回
答
書
に
記
載
さ
れ
た
価
格
そ
の
他
の
費
用
及
び
修
正

理
由
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
新
初
等
練
習
機
の
機
種
選
定
に
当
た
り
、
価
格
そ
の
他
の
費
用
は
調
達
実
施
本
部
等
に
よ
る
審
査
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
提
案
内
容
を
修
正
す
る
場
合
の
類
型
に
基
づ
き
、

入
札
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
今
後
開
発
す
る
こ
と
を
要
す
る
機
体
で
あ
っ
て
も
、
供
給
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
飛
行
性
能
、
飛
行

特
性
等
に
係
る
デ
ー
タ
が
、
機
種
選
定
の
た
め
の
技
術
的
な
分
析
及
び
評
価
に
耐
え
得
る
科
学
的
根
拠
に
裏
付
け
ら
れ
て
い

一
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れ
ば
、
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
る
機
体
と
異
な
る
評
価
基
準
を
用
い
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

十
四
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
新
初
等
練
習
機
の
機
種
選
定
は
適
正
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
予
定
ど
お
り
平
成
十
三
年

度
の
Ｔ－
�
改
の
調
達
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
度
以
降
の
購
入
機
数
等
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の

予
算
編
成
作
業
に
お
い
て
精
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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